
国立大学法人東京農工大学職員給与規程の一部改正 

国立大学法人東京農工大学職員給与規程を次のとおり改正する。 

現行 改正 備考 

国立大学法人東京農工大学職員給与規程 

平成１６年４月７日 

１６経教規程第３０号 

 

第１条～第３７条 省略 

 

（勤勉手当） 

第３９条 省略 

２ 勤勉手当の額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき俸給、俸給の調

整額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、役職段階別加

算額（以下「勤勉手当基礎額」という。）に、基準日以前６箇月以内の期間における

その者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、勤勉手当基礎

額に前項に掲げる職員がそれぞれの基準日現在の扶養手当の月額並びにこれに対する

地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に１００分の７０（特定幹部

職員にあっては、１００分の９５）を乗じて得た額の総額を超えてはならない。 

 

 

勤 務 成 績 割  合 

６箇月 １００分の１００ 

５箇月１５日以上６箇月未満 １００分の９５ 

５箇月以上５箇月１５日未満 １００分の９０ 

４箇月１５日以上５箇月未満 １００分の８０ 

４箇月以上４箇月１５日未満 １００分の７０ 

３箇月１５日以上４箇月未満 １００分の６０ 

３箇月以上３箇月１５日未満 １００分の５０ 

２箇月１５日以上３箇月未満 １００分の４０ 

２箇月以上２箇月１５日未満 １００分の３０ 

１箇月１５日以上２箇月未満 １００分の２０ 

１箇月以上１箇月１５日未満 １００分の１５ 

１５日以上１箇月未満 １００分の１０ 

１５日未満 １００分の５ 

零 ０ 

 

 

 

第１条～第３７条 省略(現行どおり) 

 

（勤勉手当） 

第３９条 省略（現行どおり） 

２ 勤勉手当の額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき俸給、俸給の調

整額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、役職段階別加

算額を加算した額（以下「勤勉手当基礎額」という。）に、基準日以前６箇月以内の

期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に

応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、

勤勉手当基礎額に前項に掲げる職員がそれぞれの基準日現在に受けるべき扶養手当

の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額

に１００分の７０（特定幹部職員にあっては、１００分の９０）を乗じて得た額の総

額を超えてはならない。 

 

勤 務 期 間  割  合 

６箇月 １００分の１００ 

５箇月１５日以上６箇月未満 １００分の９５ 

５箇月以上５箇月１５日未満 １００分の９０ 

４箇月１５日以上５箇月未満 １００分の８０ 

４箇月以上４箇月１５日未満 １００分の７０ 

３箇月１５日以上４箇月未満 １００分の６０ 

３箇月以上３箇月１５日未満 １００分の５０ 

２箇月１５日以上３箇月未満 １００分の４０ 

２箇月以上２箇月１５日未満 １００分の３０ 

１箇月１５日以上２箇月未満 １００分の２０ 

１箇月以上１箇月１５日未満 １００分の１５ 

１５日以上１箇月未満 １００分の１０ 

１５日未満 １００分の５ 

零 ０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 省略 

４ 省略 

 

第４０条～第４４条 省略 

 

附 則  省略 

 

３ 省略（現行どおり） 

４ 省略（現行どおり） 

 

第４０条～第４４条 省略（現行どおり） 

 

附 則  省略（現行どおり） 

 

 

附 則（２２経規程３７号） 

この規程は、平成２２年６年７日から施行する。


